
- 27 - 

 

議案第４７号 

東京都板橋区立板橋公園の指定管理者の指定の変更につい

て 

上記の議案を提出する。 

令和８年６月４日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区立板橋公園の指定管理者の指定の変更につい

て 

 東京都板橋区立板橋公園の指定管理者を構成する法人を下記のとおり

変更する。 

                記                 

 １ 公の施設の名称及び所在地 

   東京都板橋区立板橋公園 

   東京都板橋区大山西町２１番１号 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

   板橋パークマネジメントグループ 

   東京都港区南麻布三丁目２０番１号 

 ３ 指定管理者を構成する法人 

 

 

 

 

 

 

 

４ 変更日 

   議決の日 

 

変更後 変更前 

株式会社日比谷アメニス 

株式会社クリート 

株式会社あい造園設計事務所 

北部緑地株式会社 

株式会社内田産業 

株式会社日比谷アメニス 

株式会社クリート 

株式会社あい造園設計事務所 

北部緑地株式会社 

株式会社ノエマエンジニアリン

グ 
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 （提案理由） 

  板橋公園の指定管理者を構成する法人を変更する必要がある。 

  なお、この議案は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき 

 提出するものである。 

 


